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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物処理施設のプラットホームの床に設けられ、プラットホームに進入した廃棄物収
集車から排出された廃棄物を受け入れる開口部と、プラットホームの床下に設けられ、開
口部と廃棄物ピットとを連通状態にする廃棄物搬送路と、開口部に昇降自在に配設されて
開口部を開閉するダンピング蓋と、ダンピング蓋を昇降自在且つ移動自在に支持する蓋支
持装置とを備え、前記ダンピング蓋は、開口部を閉塞して廃棄物収集車がダンピング蓋を
乗り越えられるようにする上昇位置と、上昇位置から下降して開口部の内周面とダンピン
グ蓋の上面との間に廃棄物を受け入れるダンピングスペースを形成する下降位置と、下降
位置から移動し、ダンピングスペースに排出されてダンピング蓋に載っている廃棄物を開
口部の内周縁部で掻き落す掻き落し位置とを取り得るように構成されていることを特徴と
する廃棄物処理施設のダンピング装置。
【請求項２】
　開口部、ダンピング蓋及び蓋支持装置を、プラットホームの床に廃棄物収集車の進行方
向に交差する方向に並列状に配置し、また、廃棄物搬送路を、プラットホームの床下に廃
棄物収集車の進行方向に交差する方向に沿って設けたことを特徴とする請求項１に記載の
廃棄物処理施設のダンピング装置。
【請求項３】
　廃棄物搬送路内に、廃棄物収集車から開口部に投入された廃棄物を廃棄物ピットへ搬送
する廃棄物搬送装置を設けたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の廃棄物処理
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施設のダンピング装置。
【請求項４】
　開口部の内周縁部に、ダンピング蓋に載っている廃棄物を掻き取る掻き取り手段を設け
たことを特徴とする請求項１、請求項２又は請求項３に記載の廃棄物処理施設のダンピン
グ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃棄物処理施設、例えば、都市ごみや産業廃棄物等の廃棄物の焼却処理や分
別処理を行うごみ処理施設、チップ状にした木材やバガス（サトウキビの搾りかす）等の
廃棄物から発電を行うバイオマスエネルギー生成施設、家畜の糞尿や生ごみ等の廃棄物か
らメタンガスを精製するメタン発酵処理施設、廃プラスチック類や木くず等の廃棄物から
固形燃料を成形するＲＰＦ製造施設、籾柄や稲わら、生ごみ等の廃棄物を発酵させて堆肥
を作成する堆肥化施設等のプラットホームに設置され、廃棄物収集車により持ち込まれた
廃棄物を廃棄物ピットに投入するためのダンピング装置の改良に係り、特に、廃棄物収集
車がプラットホーム内で切り返し運転や後退運転をすることなく、廃棄物をダンプするこ
とができ、安全性及び作業効率を高められるようにした廃棄物処理施設のダンピング装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、廃棄物処理施設、例えば、都市ごみ等を焼却処理するごみ処理施設においては
、ごみ収集車４０により搬入されて来たごみをごみ焼却炉４１に隣接して設けたごみピッ
ト４２に一旦投入し、その後ごみピット４２内のごみをバケットクレーン４３によりごみ
焼却炉４１に投入して焼却処理している（特許文献１参照）。
【０００３】
　また、ごみ処理施設には、ごみピット４２に隣接してごみ収集車４０が進入するプラッ
トホーム４４が設けられており、このプラットホーム４４とごみピット４２との間には、
ごみ収集車４０のごみをごみピット４２に投入するための投入扉付のごみ投入口４６が設
けられている（特許文献１参照）。
【０００４】
　而して、プラットホーム４４に進入したごみ収集車４０は、前記ごみ投入口４６にごみ
を投入する際、ごみ投入口４６に向って後ろ向きで進み、ごみ投入口４６近傍の床面に設
けた車止め４７の位置で停車した後、投入扉を開放したごみ投入口４６へごみを投入する
ようにしている（特許文献１参照）。
【０００５】
　しかし、ごみ収集車により収集されたごみの中に金属、瓦礫等の燃焼不適物やスプレー
缶等の危険物等が含まれている場合、ごみ収集車から直接ごみピットにごみを投入せず、
プラットホームに設置したダンピングボックスに一旦ごみを投棄し、燃焼不適物や危険物
の検査や取り除きを行った後、ダンピングボックス内のごみをごみピットに投入するよう
にしている（例えば、特許文献２及び特許文献３参照）。
【０００６】
　また、ダンプ機能を備えていないトラック等によりごみが収集された場合も、トラック
の荷台から人力によってごみをごみピットへ直接投入する作業は、転落事故の危険がある
ので、ダンピングボックスを使用してごみをごみピットに投入するようにしている。
【０００７】
　図９は従来のダンピングボックスの一例を示すものであり、当該ダンピングボックスは
、図９（ａ）～（ｃ）に示すようにごみの投入方式により形式が異なっている。
【０００８】
　即ち、図９（ａ）はプッシャ型のダンピングボックスであり、ごみ収集車２０からダン
ピングボックス２１にごみをダンプし、燃焼不適物等の検査や取り除きを行った後、ダン
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ピングボックス２１内のごみを油圧シリンダ２２により駆動されるプッシャ２３を用いて
ごみピット２４内へ押し出すようにしたものである。
【０００９】
　また、図９（ｂ）は傾胴型のダンピングボックスであり、ごみ収集車２０からダンピン
グボックス２１にごみをダンプし、燃焼不適物等の検査や取り除きを行った後、ダンピン
グボックス２１を油圧シリンダ２２により上方へ持ち上げて傾斜させ、ダンピングボック
ス２１以内のごみをごみピット２４内へ投入するようにしたものである。
【００１０】
　更に、図９（ｃ）は傾斜投入型のダンピングボックスであり、ごみ収集車２０からダン
ピングボックス２１にごみをダンプし、燃焼不適物等の検査や取り除きを行った後、ダン
ピングボックス２１を油圧シリンダ２２により下方へ傾け、ダンピングボックス２１内の
ごみをごみピット２４内へ投入するようにしたものである。
【００１１】
　しかしながら、図９（ａ）～（ｃ）に示す従来のダンピングボックス２１においては、
プラットホーム２５にダンピングボックス２１を設置しなければならず、ダンピングボッ
クス２１専用のごみ投入扉が必要であり、通常の投入扉と兼用できず、ごみ収集車２０の
同時排出できる台数が少なくなり、作業効率が悪いと云う問題があった。
【００１２】
　そこで、前記問題を解決する技術として、特開平８－２１７１９３号公報（特許文献４
）には、ダンピングボックスと通常のごみ投入扉を組み合わせ、選別を要するごみと選別
を要しないごみを同じごみ投入扉から同じごみ投入口を介してごみピットへ投入できるよ
うにしたダンピングボックス兼ごみ投入扉が記載されている。
【００１３】
　しかし、前記ダンピングボックス兼ごみ投入扉においても、ごみを検査する際にはごみ
収集車が来るまでに準備しなければならず、作業性に劣ると云う問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開平８－１７８２４４号公報
【特許文献２】特開平１０－１０１２０３号公報
【特許文献３】特開２００１－２６３０１号公報
【特許文献４】特開平８－２１７１９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、このような問題点に鑑みて為されたものであり、その目的は、廃棄物収集車
がプラットホーム内で切り返し運転や後退運転をすることなく、廃棄物をダンプすること
ができ、安全性及び作業効率を高められるようにした廃棄物処理施設のダンピング装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の請求項１の発明は、廃棄物処理施設のプラットホームの床に設けられ、プラッ
トホームに進入した廃棄物収集車から排出された廃棄物を受け入れる開口部と、プラット
ホームの床下に設けられ、開口部と廃棄物ピットとを連通状態にする廃棄物搬送路と、開
口部に昇降自在に配設されて開口部を開閉するダンピング蓋と、ダンピング蓋を昇降自在
且つ移動自在に支持する蓋支持装置とを備え、前記ダンピング蓋は、開口部を閉塞して廃
棄物収集車がダンピング蓋を乗り越えられるようにする上昇位置と、上昇位置から下降し
て開口部の内周面とダンピング蓋の上面との間に廃棄物を受け入れるダンピングスペース
を形成する下降位置と、下降位置から移動し、ダンピングスペースに排出されてダンピン
グ蓋に載っている廃棄物を開口部の内周縁部で掻き落す掻き落し位置とを取り得るように



(4) JP 6491580 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

構成されていることに特徴がある。
【００１７】
　本発明の請求項２の発明は、開口部、ダンピング蓋及び蓋支持装置を、プラットホーム
の床に廃棄物収集車の進行方向に交差する方向に並列状に配置し、また、廃棄物搬送路を
、プラットホームの床下に廃棄物収集車の進行方向に交差する方向に沿って設けたことに
特徴がある。
【００１８】
　本発明の請求項３の発明は、廃棄物搬送路内に、廃棄物収集車から開口部に投入された
廃棄物を廃棄物ピットへ搬送する廃棄物搬送装置を設けたことに特徴がある。
【００１９】
　本発明の請求項４の発明は、開口部の内周縁部に、ダンピング蓋に載っている廃棄物を
掻き取る掻き取り手段を設けたことに特徴がある。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の廃棄物処理施設のダンピング装置は、開口部と、廃棄物搬送路と、ダンピング
蓋と、蓋支持装置とを備えており、前記ダンピング蓋が、蓋支持装置によって、開口部を
閉塞して廃棄物収集車がダンピング蓋を乗り越えられるようにする上昇位置と、ダンピン
グ蓋が上昇位置から下降して開口部の内周面とダンピング蓋の上面との間に廃棄物を受け
入れるダンピングスペースを形成する下降位置と、下降位置から移動し、ダンピングスペ
ースに排出されてダンピング蓋に載っている廃棄物を開口部の内周縁部で掻き落す掻き落
し位置とを取り得るように構成されているため、ダンピング蓋を上昇位置にすると、廃棄
物収集車がダンピング蓋を前進で乗り越えることができ、また、廃棄物収集車がダンピン
グ蓋を乗り越えた位置で停車し、この状態でダンピング蓋を下降位置にすると、ダンピン
グスペースが形成されてここに廃棄物収集車の廃棄物を投棄することができ、更に、ダン
ピング蓋を下降位置から掻き落し位置にすると、ダンピング蓋に載っている廃棄物が落下
するので、この落下した廃棄物を例えば廃棄物搬送路に設けた廃棄物搬送装置により廃棄
物ピットに投入することができ、そして、ダンピング蓋を乗り越えて停車している廃棄物
収集車は、前進で退出することができる。
【００２１】
　このように、本発明の廃棄物処理施設のダンピング装置は、廃棄物収集車がプラットホ
ームの床に設置したダンピング装置の開口部に廃棄物を投入する際に、廃棄物収集車を直
進移動させるだけで良いので、廃棄物収集車の切り返し運転や後退運転をする必要がなく
なると共に、開口部への転落防止を図れ、安全性及び作業効率を高めることができる。
【００２２】
　また、本発明の廃棄物処理施設のダンピング装置は、ダンピング蓋の下降により開口部
にダンピングスペースを形成することができると共に、ダンピング蓋上の廃棄物を廃棄物
搬送装置上へ落下させて廃棄物搬送装置により廃棄物ピットへ投入することができるため
、選別を要する廃棄物、選別を要しない廃棄物に関係なく、同じ開口部に廃棄物を投入す
ることができ、選別を要する廃棄物、選別を要しない廃棄物の何れにも対応することがで
きる。その結果、廃棄物収集車は、廃棄物の選別の有無にかかわらず、停車位置が同じに
なり、運転手が停車位置を誤認して廃棄物収集車がダンピングボックスと接触したり、廃
棄物投入口から廃棄物ピットへ落下するのを防ぐことができる。
【００２３】
　更に、本発明の廃棄物処理施設のダンピング装置は、廃棄物収集車が万一開口部に転落
しても、ダンピングボックスから廃棄物ピットに転落する場合に比較して落差が大幅に小
さくなり、大事故につながることがない。
【００２４】
　更に、本発明の廃棄物処理施設のダンピング装置は、開口部、ダンピング蓋及び蓋支持
装置を、プラットホームの床に廃棄物収集車の進行方向に交差する方向に並列状に配置し
、また、廃棄物搬送路及び廃棄物搬送装置を、プラットホームの床下に廃棄物収集車の進
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行方向に交差する方向に沿って設けているため、開口部、ダンピング蓋及び蓋支持装置が
複数あっても、廃棄物搬送路は一つだけで良く、また、廃棄物搬送装置も一基だけで良く
、コスト削減を図ることができる。
【００２５】
　更に、本発明の廃棄物処理施設のダンピング装置は、開口部の内周縁部にダンピング蓋
に載っている廃棄物を掻き取る掻き取り手段を設けているため、ダンピング蓋上の廃棄物
を確実且つ良好に落とすことができ、後続の廃棄物収集車が廃棄物を踏んでプラットホー
ムの床に撒き散らすと云うことがない。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施の形態に係る廃棄物処理施設のダンピング装置を設置した廃棄物処
理施設の廃棄物ピット及びプラットホームの概略平面図である。
【図２】図１に示す廃棄物処理施設の廃棄物ピット及びプラットホームの概略縦断面図で
ある。
【図３】ダンピング装置を設置したプラットホームの要部の縦断面図である。
【図４】ダンピング装置の作用状態を示し、（ａ）はダンピング蓋が上昇位置にあり、廃
棄物収集車がダンピング蓋を乗り越える状態の概略縦断面図、（ｂ）は同じく概略平面図
である。
【図５】ダンピング装置の作用状態を示し、（ａ）はダンピング蓋が下降位置にあり、廃
棄物収集車が廃棄物をダンプできると共に、燃焼不適物等を検査する状態の概略縦断面図
、（ｂ）は同じく概略平面図、（ｃ）は開口部の部分拡大断面図である。
【図６】ダンピング装置の作用状態を示し、（ａ）はダンピング蓋が掻き落し位置へ移動
し、ダンピング蓋上の廃棄物を廃棄物搬送装置上に落とすと共に、廃棄物収集車が退出す
る状態の概略縦断面図、（ｂ）は同じく概略平面図、（ｃ）は開口部の部分拡大断面図で
ある。
【図７】ダンピング装置の作用状態を示し、（ａ）はダンピング蓋が上昇位置に戻り、廃
棄物収集車が通過可能な状態となる概略縦断面図、（ｂ）は同じく概略平面図である。
【図８】従来のごみ処理施設の一例を示し、ごみピット及びプラットホーム部分の概略縦
断面図である。
【図９】従来のダンピングボックスを示し、（ａ）はプッシャ型のダンピングボックスの
概略縦断面図、（ｂ）は傾胴型のダンピングボックスの概略縦断面図、（ｃ）は傾斜投入
型のダンピングボックスの概略縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
　図１及び図２は本発明の実施の形態に係る廃棄物処理施設のダンピング装置を設置した
廃棄物処理施設の一例を示し、当該廃棄物処理施設は、廃棄物を焼却する廃棄物焼却炉（
図示省略）と、廃棄物を貯留する廃棄物ピット１と、廃棄物ピット１に隣接して設けられ
、廃棄物収集車２が進入するプラットホーム３等を備えたごみ処理施設に構成されており
、ており、プラットホーム３に進入した廃棄物収集車２から排出された廃棄物をダンピン
グ装置により受け取って検査した後、検査後の廃棄物をダンピング装置により廃棄物ピッ
ト１へ投入したり、或いは、廃棄物収集車２から排出された廃棄物を検査せずに廃棄物ピ
ット１へ投入できるようになっている。
　尚、ここで、廃棄物処理施設とは、都市ごみや産業廃棄物等の廃棄物の焼却処理や分別
処理を行うごみ処理施設、チップ状にした木材やバガス（サトウキビの搾りかす）等の廃
棄物から発電を行うバイオマスエネルギー生成施設、家畜の糞尿や生ごみ等の廃棄物から
メタンガスを精製するメタン発酵処理施設、廃プラスチック類や木くず等の廃棄物から固
形燃料を成形するＲＰＦ製造施設、籾柄や稲わら、生ごみ等の廃棄物を発酵させて堆肥を
作成する堆肥化施設等を含むものとする。
【００２８】
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　前記プラットホーム３は、その両側（図１の上側及び下側）に廃棄物収集車２の入口４
及び出口５が対向する状態で設けられており、廃棄物収集車２が入口４からプラットホー
ム３内に進入し、プラットホーム３内を直進移動して出口５から退出できるようになって
いると共に、その途中において廃棄物収集車２からダンピング装置に廃棄物を投棄できる
ようになっている。
【００２９】
　廃棄物処理施設のダンピング装置は、プラットホーム３の床に設けられ、プラットホー
ム３に進入した廃棄物収集車２から排出された廃棄物を受け入れる開口部６と、プラット
ホーム３の床下に設けられ、開口部６と廃棄物ピット１とを連通状態にする廃棄物搬送路
７と、廃棄物搬送路７内に設けられ、廃棄物収集車２から開口部６に投入された廃棄物を
廃棄物ピット１へ搬送する廃棄物搬送装置８と、開口部６に昇降自在に配設されて開口部
６を開閉すると共に、下降時に廃棄物搬送路７内を廃棄物搬送装置８に沿って移動自在な
ダンピング蓋９と、廃棄物搬送路７内に設けられ、ダンピング蓋９を昇降自在且つ移動自
在に支持する蓋支持装置１０とから構成されている。
【００３０】
　具体的には、前記開口部６は、プラットホーム３の床に複数設けられており、この実施
の形態においては、矩形状の二つの開口部６がプラットホーム３の床に廃棄物収集車２の
進行方向に交差（この例では直交）する方向に並列状に配置されている。
【００３１】
　また、二つの開口部６の間隔は、プラットホーム３内を入口４側から出口５側へ向って
直進移動する二台の廃棄物収集車２が各開口部６を通過する際に互いに干渉しないように
設定されていると共に、各開口部６の幅（図１の左右方向の幅）は、廃棄物収集車２の幅
よりも広く設定されている。
【００３２】
　更に、各開口部６のダンピング蓋９が通過する内周縁部６ａには、図６（ｃ）に示す如
く、ダンピング蓋９が移動する際にダンピング蓋９に載っている廃棄物を掻き取る掻き取
り手段が設けられている。この掻き取り手段として、プラスチック材又は金属材等により
形成されたスクレーパー１２が使用されている。このスクレーパー１２は、その下端部が
ダンピング蓋９の上面を摺動するように開口部６の内周縁部６ａに取り付けられている。
【００３３】
　前記廃棄物搬送路７は、プラットホーム３の床下で且つ開口部６の下方位置に廃棄物収
集車２の進行方向に交差（この例では直交）する姿勢で設けられており、二つの開口部６
と廃棄物ピット１とを連通状態にするものである。この廃棄物搬送路７の高さ及び幅は、
廃棄物搬送路７内に廃棄物搬送装置８及び蓋支持装置１０等を収容できる程度に設定され
ている。
【００３４】
　前記廃棄物搬送装置８は、廃棄物搬送路７内に二つの開口部６から廃棄物ピット１に亘
って設けられており、廃棄物収集車２から各開口部６に投入された廃棄物を受け取って廃
棄物ピット１側へ搬送し、廃棄物搬送路７の終端部から廃棄物ピット１内へ投入するもの
である。この廃棄物搬送装置８には、従来公知のベルトコンベア等が使用されている。
【００３５】
　前記ダンピング蓋９は、廃棄物収集車２が直進で開口部６を通過する際にプラットホー
ム３の床面と面一又はほぼ面一になって開口部６を閉塞し、また、廃棄物収集車２が開口
部６を乗り越えて停車し、廃棄物収集車２から開口部６に廃棄物を投入際にプラットホー
ム３の床面から下降して開口部６の内周面とダンピング蓋９の上面との間に廃棄物を受け
入れる上方が開放されたダンピングスペースを形成するものであり、ダンピングスペース
に排出された廃棄物を受け取るものである。
【００３６】
　また、ダンピング蓋９は、開口部６の形状と同じ矩形状に形成されていると共に、廃棄
物収集車２の荷重に耐えられる強度を備えている。このダンピング蓋９の大きさは、開口
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部６内に位置したときに、廃棄物が開口部６の内周面とダンピング蓋９の外周縁との隙間
から廃棄物搬送路７内に落ち込まないように設定されている。
【００３７】
　前記蓋支持装置１０は、ダンピング蓋９を開口部６内で昇降自在且つ廃棄物搬送装置８
に沿って移動自在に支持するものであり、廃棄物搬送路７の床に設けたレール１１上を廃
棄物搬送装置８に沿って走行する台車１０ａと、台車１０ａ上に立設され、ダンピング蓋
９を昇降自在に支持する複数本の柱材１０ｂと、台車１０ａに設けられ、台車１０ａを走
行駆動する移動用駆動部（図示省略）と、台車１０ａ又は柱材１０ｂに設けられ、ダンピ
ング蓋９を昇降させる昇降用駆動部（図示省略）とから構成されている。この蓋支持装置
１０は、廃棄物搬送装置８と干渉しないように廃棄物搬送路７内に設けられている。
【００３８】
　尚、移動用駆動部は、例えば、台車１０ａをレール１１に沿って移動させるシリンダ又
は台車１０ａの車輪を回転駆動するモータ等から成り、台車１０ａ及び柱材１０ｂを開口
部６の真下に位置する廃棄物受け取り位置（図３の実線位置）から廃棄物搬送路７の天井
面の下方に位置する廃棄物排出位置（図３の一点鎖線位置）へ若しくは台車１０ａ及び柱
材１０ｂを廃棄物排出位置から廃棄物受け取り位置へ移動させるものである。
【００３９】
　また、昇降用駆動部は、例えば、ダンピング蓋９を昇降動させるシリンダ等から成り、
ダンピング蓋９を開口部６内で上昇させてプラットホーム３の床面と面一又はほぼ面一に
する上昇位置（図３の実線位置）と、ダンピング蓋９を開口部６内で下降させて開口部６
の内周面とダンピング蓋９の上面との間に廃棄物を受け入れるダンピングスペースを形成
する下降位置（図３の二点鎖線位置）とに亘って昇降動させるものである。
【００４０】
　従って、ダンピング装置のダンピング蓋９は、前記蓋支持装置１０によって、開口部６
を閉塞して廃棄物収集車２がダンピング蓋９を乗り越えられるようにする上昇位置（図３
の実線位置）と、上昇位置から下降して廃棄物搬送路７内に位置し、開口部６の内周面と
ダンピング蓋９の上面との間に廃棄物を受け入れるダンピングスペースを形成する下降位
置（図３の二点鎖線位置）と、下降位置から廃棄物搬送路７内を廃棄物搬送装置８に沿っ
て移動し、ダンピングスペースに排出されてダンピング蓋９上に載っている廃棄物を開口
部６の内周縁部で掻き落して廃棄物搬送装置８上へ落下させる掻き落し位置（図３の一点
鎖線位置）とを取り得るようになっている。
【００４１】
　尚、上記の実施の形態においては、ダンピング蓋９が下降してダンピングスペースを形
成するときに廃棄物搬送路７内に位置するようにしたが、他の実施の形態においては、図
５（ｃ）に示す如く、下降するダンピング蓋９を開口部６内の下部位置で停止させ、開口
部６の内周面とダンピング蓋９の上面との間に廃棄物を受け入れるダンピングスペースを
形成するようにしても良い。この場合、ダンピング蓋９を廃棄物搬送装置８に沿って移動
させる際には、更にダンピング蓋９を下降させて廃棄物搬送路７内に位置させる。即ち、
ダンピング蓋９は、二段階に亘って下降することになる。
【００４２】
　次に、廃棄物収集車２により回収した廃棄物を廃棄物処理施設のプラットホーム３に設
けたダンピング装置に投入する場合について説明する。
【００４３】
　回収した廃棄物の中に燃焼不燃物や危険物が含まれていない場合、廃棄物収集車２は、
プラットホーム３の入口４からプラットホーム３内に進入した後、廃棄物収集車２が停車
しておらず、且つ上昇位置にあるダンピング蓋９により閉塞されている開口部６へ向って
直進する。
【００４４】
　廃棄物収集車２は、ダンピング蓋９により閉塞されている開口部６に近づくと、スピー
ドを緩めて前進し、開口部６及びダンピング蓋９を直進で乗り越え、後輪が開口部６及び
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ダンピング蓋９を完全に乗り越えた時点で停止する。
【００４５】
　廃棄物収集車２が停車したら、ダンピング蓋９が蓋支持装置１０により上昇位置から下
降位置へ下降し、且つ下降位置から廃棄物搬送路７内を廃棄物搬送装置８に沿って移動し
、開口部６を完全に開放する。
【００４６】
　尚、蓋支持装置１０は、プラットホーム３の廃棄物収集車２が停車する床にセンサー（
図示省略）を埋設し、このセンサーが廃棄物収集車２の停車を検出したら、駆動するよう
に制御されている。
【００４７】
　開口部６が完全に開放されたら、廃棄物収集車２の廃棄物収納部を傾けて廃棄物を開口
部６に投入する。投入した廃棄物は、廃棄物搬送装置８に受け取られ、廃棄物搬送装置８
により廃棄物ピット１側へ搬送され、廃棄物搬送装置８の終端部から廃棄物ピット１内に
投入される。また、廃棄物収集車２は、プラットホーム３内を直進して出口５から退出す
る。更に、ダンピング蓋９は、蓋支持装置１０により上昇位置に復帰し、廃棄物収集車２
が開口部６及びダンピング蓋９を乗り越えられるようにする。
 
【００４８】
　一方、回収した廃棄物の中に燃焼不燃物や危険物が含まれているか否かの検査や取り除
きを行う場合、廃棄物収集車２は、プラットホーム３の入口４からプラットホーム３内に
進入した後、廃棄物収集車２が停車しておらず、且つ上昇位置にあるダンピング蓋９によ
り閉塞されている開口部６へ向って直進する。
【００４９】
　廃棄物収集車２は、ダンピング蓋９により閉塞されている開口部６に近づくと、スピー
ドを緩めて前進し、開口部６及びダンピング蓋９を直進で乗り越えて行く。
【００５０】
　廃棄物収集車２は、後輪が開口部６及びダンピング蓋９を完全に乗り越えたら、その位
置で停止する（図４参照）。
【００５１】
　廃棄物収集車２が停車したら、ダンピング蓋９が蓋支持装置１０により上昇位置から下
降位置へ下降する。これにより、開口部６の内周面とダンピング蓋９の上面との間に廃棄
物を受け入れるダンピングスペースが形成される（図５参照）。
【００５２】
　尚、蓋支持装置１０は、プラットホーム３の廃棄物収集車２が停車する床にセンサー（
図示省略）を埋設し、このセンサーが廃棄物収集車２の停車を検出したら、駆動するよう
に制御されている。
【００５３】
　開口部６にダンピングスペースが形成されたら、廃棄物収集車２の廃棄物収納部を傾け
て廃棄物をダンピングスペースに排出すると共に、ダンピングスペース内の廃棄物の中か
ら燃焼不適物や危険物等を検査して除去する。
【００５４】
　ダンピングスペース内の廃棄物の検査が終了したら、ダンピング蓋９が蓋支持装置１０
により下降位置から廃棄物搬送装置８に沿って移動し、掻き落し位置側へ移動する（図６
参照）。これにより、ダンピング蓋９に載っている廃棄物は、開口部６の内周縁部６ａで
掻き落され、廃棄物搬送装置８上に落下する。
　尚、廃棄物搬送装置８及び蓋支持装置１０等は、開口部６の内周縁部で掻き落された廃
棄物が廃棄物搬送装置８上へ確実且つ良好に落下するように工夫されていることは勿論で
ある。
【００５５】
　廃棄物搬送装置８上に落下した廃棄物は、廃棄物搬送装置８により廃棄物ピット１側へ



(9) JP 6491580 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

搬送され、廃棄物搬送装置８の終端部から廃棄物ピット１内に投入される。また、廃棄物
収集車廃棄物２は、プラットホーム３内を直進して出口５から退出する。
【００５６】
　そして、ダンピング蓋９上の全ての廃棄物が廃棄物搬送装置８上に落下したら、ダンピ
ング蓋９は、蓋支持装置１０により掻き落し位置から下降位置に戻り、更に下降位置から
上昇位置に戻って廃棄物収集車２が開口部６及びダンピング蓋９を乗り越えられるように
する（図７参照）。
【００５７】
　このように、上述した廃棄物処理施設のダンピング装置は、ダンピング装置の開口部６
に廃棄物を投入する際に、廃棄物収集車２を直進移動させるだけで良いので、廃棄物収集
車２の切り返し運転や後退運転をする必要がなく、安全性及び作業効率を高めることがで
きる。
【００５８】
　また、ダンピング装置は、ダンピング蓋９の下降により開口部６に廃棄物を受け入れる
ダンピングスペースを形成することができると共に、ダンピング蓋９上の廃棄物を廃棄物
搬送装置８上へ落下させて廃棄物搬送装置８により廃棄物ピット１へ投入することができ
るため、選別を要する廃棄物、選別を要しない廃棄物に関係なく、同じ開口部６に廃棄物
を投入することができ、選別を要する廃棄物、選別を要しない廃棄物の何れにも対応する
ことができる。
【００５９】
　更に、ダンピング装置は、廃棄物収集車２が万一開口部６に転落しても、ダンピングボ
ックスから廃棄物ピット１に転落する場合に比較して落差が大幅に小さくなり、大事故に
つながることがない。
【００６０】
　尚、上記の実施の形態においては、開口部６、ダンピング蓋９及び蓋支持装置１０を、
プラットホーム３の床に廃棄物収集車２の進行方向に直交する方向に並列状に二つずつ配
置するようにしたが、開口部６、ダンピング蓋９及び蓋支持装置１０の数や配置状態は、
上記の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種
々の変更が可能である。
【００６１】
　また、上記の実施の形態においては、蓋支持装置１０を台車１０ａ、柱材１０ｂ、移動
用駆動部及び昇降用駆動部から構成したが、蓋支持装置１０は、上記の実施の形態に限定
されるものではなく、ダンピング蓋９を上昇位置、下降位置、掻き落し位置に昇降又は移
動させることができれば、如何なる構造のものであっても良い。
【００６２】
　更に、上記の実施の形態においては、廃棄物搬送装置８としてベルトコンベアを例示し
たが、他の実施の形態においては、廃棄物搬送装置８としてプッシャやバッチ移動式のバ
ケット等でも良く、廃棄物を搬送することができれば、如何なる形式のものであっても良
い。
　また、廃棄物搬送装置８を省略すると共に、廃棄物搬送路７を廃棄物ピット１側へ下り
傾斜状に設け、開口部６から廃棄物搬送路７内に落下した廃棄物を廃棄物搬送路７の床面
を滑らせて廃棄物ピット１へ送るようにしても良く、或いは、開口部６から直接廃棄物ピ
ット１に廃棄物を落下させるようにしても良い。
【符号の説明】
【００６３】
　１は廃棄物ピット
　２は廃棄物収集車
　３はプラットホーム
　４は入口
　５は出口
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　６は開口部
　６ａは開口部の内周縁部
　７は廃棄物搬送路
　８は廃棄物搬送装置
　９はダンピング蓋
　１０は蓋支持装置
　１０ａは台車
　１０ｂは柱材
　１１はレール
　１２はスクレーパー

【図１】

【図２】

【図３】
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